
 
○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
十
三
号
ハ
、
第
十

四
号
ニ
及
び
第
十
五
号
ニ
並
び
に
第
九
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ホ
並
び
に
第
二
十
一
条
の
十
九
第
二
項
第
十
三
号
ハ

、
第
十
四
号
ニ
及
び
第
十
五
号
ニ
並
び
に
第
十
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ホ
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
財

務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

１　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
十
三
号
ハ
、
第
十
四
号
ニ
及
び
第
十
五
号
ニ
並
び
に
第
九

項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
は
、
建
築
士
（
建

築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
建
築
士
事
務

所
に
属
す
る
建
築
士
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
単
に
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
が
別
表
の
書

式
に
よ
り
証
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
十
九
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
十
四
号
ニ
及
び
第
十
五
号
ニ
並
び
に

第
十
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
は
、
建
築
士

又
は
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
別
表
の
書
式
に
よ
り
証
す
る
も
の
と
す
る
。 



       
 

別表 

 

立 地 要 件 証 明 書 

 

証明申請者 

住所  

氏名 
（法人にあっては名称

及び代表者の氏名） 

 

地番及び所在地  

土地等の譲渡の時点          年     月     日 

立地要件 

※該当する項目すべてにチ

ェックを入れてください。 

□「地すべり防止区域」に立地する土地等ではない。 

□「急傾斜地崩壊危険区域」に立地する土地等ではない。 

□「土砂災害特別警戒区域」に立地する土地等ではない。 

□「浸水被害防止区域」に立地する土地等ではない。 

 

上記の土地等が、租税特別措置法第 31 条の２第５項又は第 62 条の３第７項に規定する区域

外に立地する旨を証明します。 

 

証明年月日 年   月   日 

 

１．証明者が建築士の場合 

証明を行った建築士 

氏名  

一級建築士、 

二級建築士又は

木造建築士の別 

 

登録番号  

登録を受けた

都道府県名

（二級建築士

又は木造建築

士の場合） 

 

当該建築士の属する建

築士事務所 

名称  

所在地  

一級建築士事務

所、二級建築士

事務所又は木造

建築士事務所の

別 

 

登録年月日及び

登録番号 
 

  



       
 

２．証明者が宅地建物取引業者の場合 

証明を行った宅

地建物取引業者 

氏名又は名称  

免許証番号 
国土交通大臣（   ）第     号 

    知事 

免許有効期限 
     年   月   日から 

     年   月   日まで 

代表者氏名  

主たる事務所の所在地  

証明を行った事務所の

代表者氏名 

 

証明を行った事務所の

所在地 

 

（用紙 日本産業規格 Ａ４） 

（備考） 
１ 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及
び氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）をこの証明書を作成する日の現況により記載する
こと。 

２ 「地番及び所在地」の欄には、当該土地の登記簿に記載された地番及び所在地を記載すること。 
３ 「立地要件」の欄には、当該欄に掲げる項目に当てはまるかを確認し、それぞれの四角にチェック
を入れるものとする。なお、当該土地等の全部が当該区域外にある場合に、チェックを入れるものと
する。 

４ 「証明を行った建築士」の欄には、当該土地等が租税特別措置法第 31 条の２第５項又は第 62 条
の３第７項に規定する区域外に立地するものであることにつき証明を行った建築士について、次に
より記載すること。 
(1) 「氏名」の欄には、建築士法第５条の２の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。 
(2) 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応
じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士
が証明することのできる家屋は、建築士法第３条に規定する建築物以外の建築物に該当するもの
とし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第３条及び第３条の２に規定する建築物
以外の建築物に該当するものとする。 

(3) 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第５条の２の規定による届出に係
る登録番号を記載するものとする。 

(4) 「登録を受けた都道府県名（二級建築士又は木造建築士の場合）」の欄には、証明を行った建築
士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第５条第１項の規定により登録を受け
た都道府県名を記載するものとする。 

５ 「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建
築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄に
は、建築士法第 23条の３第１項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一
級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記
載すること。 

６ 「証明を行った宅地建物取引業者」の欄には、当該土地等が租税特別措置法第 31条の２第５項又
は第 62条の３第７項に規定する区域外に立地するものであることにつき証明を行った宅地建物取引
業者について、次により記載すること。 
(1) 「氏名又は名称」、「免許証番号」、「免許有効期限」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」の
欄には、宅地建物取引業法第６条の規定により交付を受けた免許証における「氏名又は名称」、「免
許証番号」、「有効期間」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」を記載するものとする。 

(2) 「証明を行った事務所の代表者氏名」の欄には、宅地建物取引業法第 50 条第１項の規定により
宅地建物取引業者が掲げる標識における「この事務所の代表者氏名」を記載するものとする。 

(3) 「証明を行った事務所の所在地」の欄には、宅地建物取引業法第４条の規定による提出を行った
免許申請書における事務所の所在地であって、証明を行った事務所に係るものを記載するものと
する。 

 



附　

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
行
わ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


